
令和７年１１月２６日 

第二管区海上保安本部入札審査係 

 

 

公共工事の発注における入札金額の内訳について（周知） 

 

令和６年６月１４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第 49号。以下「改正法」という。）により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（平成 12年法律第 127号。以下「入札契約適正化法」という。）が改正

され、入札金額の内訳として、新たに「材料費及び労務費並びに法定福利費（建設工

事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）、安全衛生経費（建設工

事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十八年法律第百十一号）

第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）及び建

設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条

第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る

掛金（以下「法定福利費等」という。）」の明記が必要になりますのでご留意願いま

す。 

ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生

経費について、次の①②の場合は、以下の通り記載ください。 

※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外とな

ります。 

①すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記

載してください。  

②一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨

がわかるように記載してください。  

※上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場

合等により算出が困難な場合に限ります。 

 

これにより、添付にて入札金額の内訳をお示しいたしますので参考としてご活用く

ださいますようお願いいたします。 

 

１ 対象工事 （令和７年１２月１２日以降の入札より） 

   競争入札に付する建設工事、土木工事、専門工事 

 

 

 



２ 適用 

１）内訳書の内容に不備（例えば入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札 

金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を 

提出した者の入札を無効とします。 

２）通常、開札から直ちに行われる再度入札については、内訳書の再提出は物理的 

に困難であると考えられることから、内訳書については、最初の入札に係る申込 

みの際の提出を想定しています。ただし、再度入札において提出を求めることを 

否定するものではありません。 

 

３ 添付物 

 別添１：土木工事で用いられる内訳書の例  

別添２：建築工事で用いられる内訳書の例  

別添３：工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例 

別添４：直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について 



令和  年  月  日

○○殿 住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名：○○○○工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

道路改良 式 1

　道路土工 式 1

　　掘削工 式 1

　　　掘削 m3 10,000

　　　･･･ ･･･

直接工事費 式 1

　うち材料費 式 1

　うち労務費 式 1

共通仮設費 式 1

　共通仮設費（率計上） 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

　　うち法定福利費の事業主負担額 式 1

　　うち建退共制度の掛金 式 1

工事原価 式 1

　うち安全衛生経費 式 1

一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

工事費計 式 1

注）本内訳書は、第１回の入札に際し提出を求めるものである。
注）発注者が提示する本工事の数量総括表の工種、種別、細別に対応して単価、数量、金額を記入するものとする。

工　事　費　内　訳　書

別添１



令和  年  月  日

支出負担行為担当官

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名：○○○○工事

工事内訳

名称 数量 単位 金額 備考

直接工事費 1 式

　うち材料費 1 式

　うち労務費 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

工事価格 1 式

工　事　費　内　訳　書

別添２



直接工事費　種目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

直接工事費

　Ⅰ　庁舎 構造、規模　新築 1 式

　Ⅱ　囲障 新設 1 式

　Ⅲ　構内舗装 新設 1 式

　Ⅳ　屋外排水 新設 1 式

　Ⅴ　植栽 新植 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

合計（工事価格） 1 式

消費税等相当額 1 式

総合計（工事費） 1 式



直接工事費　科目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

　2.土工 1 式

　3.地業 1 式

　4.鉄筋 1 式

　5.コンクリート 1 式

　6.型枠 1 式

　7.鉄骨 1 式

　8.既成コンクリー
ト

1 式

･･･



直接工事費　中科目別内訳

科目名称 中科目名称 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

計

　2.土工 1 式

計

　3.地業 (1)地業 1 式

(2)既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 1 式

(3)場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭
地業

1 式

計

　4.鉄筋 (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

　5.コンクリート (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

･･･



直接工事費　細目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

1.直接仮設

　遣方 1 式

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 1 式

　（地足場） 1 式

　内部躯体足場 1 式

　内部仕上足場 1 式

　災害防止 1 式

　仮設材運搬 1 式

計

･･･



令和  年  月  日

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名

※1　建築用の場合、「工事原価のうち法定福利費の事業主負担額」

※2　建築用の場合、「工事原価のうち安全衛生経費」

工事価格 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

　うち安全衛生経費（※2）

　うち法定福利費の事業主負担額（※1）

　うち建退共制度の掛金

一般管理費等 Ｄ

　うち労務費

共通仮設費 Ｂ

現場管理費 Ｃ

　雑工 ｄ

直接工事費 Ａ（ａ＋ｂ+ｃ+ｄ）

　うち材料費

　土工 ａ

　法面工 ｂ

　擁壁工 ｃ

工　事　費　内　訳　書

○○事業（○○）　道路改良工事

工種等 金額（円）

道路改良 Ａ

別添３



直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について

○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法
定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いしているところです。

○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）（以下、「入契法」といいま
す。）第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載を
お願いいたします。

○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の①②の場合は、
以下の通り記載ください。※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。

① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。 

② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。 

○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限
ります。

（工事費内訳書（土木工事）への記載イメージ）

繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、
何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

（直接工事費のうち、材料費 ＊＊＊＊（一部のみ計上）円）
（直接工事費のうち、労務費 算出不能 円）
（現場管理費のうち、法定福利費 ＊＊＊＊円）
（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ＊＊＊＊円）
（工事原価のうち、 安全衛生経費 ＊＊＊＊円）

○ 「未記入」「事項無し」は原則として無効の入
札として取り扱います。

○ すべてを計上できない場合、「算出不能」
「計上不可」等その旨がわかるように、
また、一部のみ計上できない場合はその旨
記載し、計上可能な分のみ記載ください。

★記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札として取り扱います。

令和８年４月１日以降公告する案件の取り扱い
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